
［算定基礎届の対象者］

資格喪失者について

「ア　健康保険被保険者証の番号」 「 サ 合計」欄
「イ　加入員氏名」欄 　ケとコの合計を記入します。

すでに資格喪失されている方が
プリントされている場合は備考欄
に「喪失」と記入してください。
なお、喪失届を未提出の場合は
至急提出して下さい。

算 定 基 礎 届 の 記 載 例
基金番号、事業所番号、加入員番号、およびア、 イ、
ウ、 エ、 オ、 カ、スは予め印刷されています。

社会保険の整理記号を記入します。

７月１日現在の被保険者は、すべて届出
の対象となりますが、本年６月１日以降に
被保険者となった人、４月の昇(降）給によ
り７月改定の月額変更届に該当する人は
除かれます。

算定基礎届に同封の総括表・総括表附表を

添付し7月10日までに基金へお送り下さい。

毎年1回全被保険者の標準報酬月額を決めなおすた

めに算定基礎届を提出します。この届には４・５･６月

に支払われた報酬の額と平均額を記入します。

健康保険のみの被保険者

「ク　算定基礎月の報酬支払基礎日数」欄 「 セ 平均額」欄

その他の注意点
「ケ　通貨によるものの額」欄

「 ソ 修正平均額」欄　４月・５月・６月に金銭で支払われた報酬をそれぞれの
月に記入します。銀行振込等による場合も同様です。給
料だけでなく通勤手当なども報酬に含まれますから算入
します。昇給が遡ったため、昇給差額が支給されたとき
は、その額も合わせて記入し、備考欄にその旨を記入し

　健康保険被保険者証の番号順に加入員の氏名がプリ
ントされています。

　月給者の場合は、４月（３０日）、５月（３１日）、６月（３０
日）の暦日数を記入しますが、日給者などの場合は、出
勤日数に有給休暇を合わせた日数を記入します。

　昇給が遡ったため、算定基礎月中に差額分が含
まれているときは、差額分を除いた平均額を記入し
て下さい。

　支払基礎日数17日未満の月があれば単純に３で
割らないように注意して下さい。

　なお、クの支払基礎日数が17日未満の月について
は記入しないで下さい。

　支払基礎日数17日以上の月の報酬月額の総計を
その月数で割った金額を記入します。

70歳以上75歳未満の健康保険

のみの被保険者は、プリントさ

れておりませんので、余白また

は白紙の用紙に記入の上、

備考欄に「健保のみ」と記入し

て下さい。

この届は５月にプリントしており

ますので５月改定の月額変更届

を提出いただいた方の従前の標

準給与月額が４月以前のものと

なっています また ５月に取得
「 ツ 備考」欄
　次のように記入します。

「コ　現物によるものの額」欄 高齢任意（朱書）

 　払基礎日数が１７日未満のとき。 パート 届出について

　 月にその差額を支給したとき。

　 支給しなかったとき。　　病気休職　○月○日から

　 額の休職給の支給またはストライキによる賃金カ
　 ットがあったとき。 ５月休職給（６割）

 ・３月分の給料の一部を４月に支給したとき。
７ ０００円（３月分）遅配 ４月支給

○パートタイマーで、４月、５月、６月の３ヵ月とも支

は、その額も合わせて記入し、備考欄にその旨を記入し
ます。

　４月・５月・６月に現物で支給されたものを金銭に換算し
て記入します。食事・住宅については、都道府県の標準
価額により金銭に換算して記入します。 ○昇給が遡ったため、４月、５月、６月のいずれかの

○厚生年金保険高齢任意加入被保険者であるとき。

　

○給料の遅配があったとき。

○病気欠勤で４月、５月、６月の３ヵ月とも全く報酬を

○４月、５月、６月のいずれか、または全ての月に低

届出は必ず算定基礎総括表・総
括表附表を添付し、７月１1日ま
でに当基金へ提出して下さい。
日本年金機構へは基金から提
出します。

現物給与の標準価額（大阪府の場合）

食事の給与

1人１月につき 21,000円（１日につき700円）

(内訳）

朝食１月につき 4,800円（１日につき160円）

昼食１月につき 7 800円（１日につき260円）

なっています。また、５月に取得

された方がプリントされていない

場合がありますので、余白か白

紙の届書に記入して下さい。

７，０００円（３月分）遅配　４月支給
 ・６月分の給料の一部を７月以降に支給するとき。

１０，０００円（６月分）遅配　７月以降に支給

　 得した人で、その月の報酬が日割で支給され、
　  しかも、支払基礎日数が１７日以上あるとき。

５月７日　資格取得
５月分　　日割計算

「オ　カ　従前の標準報酬月額」欄 　 であるとき。 ２以上勤務

１枚目と４枚目（健康保険組合の場合は5枚目にも）に事業主印をそれぞれ
押印してください。届出が２組以上になった場合には、最初の1組に記名・押印
すれば、あとは押印を省略してもよいことになっています。

算定基礎届を提出する時点で定められて
いる当該欄の加入員の報酬標準給与月
額がプリントされています。厚生年金保険
の標準報酬月額が上限(620千円）の人は
「健保の従前」欄が空欄になっていますの
で、健康保険の標準報酬月額を記入しま
す

○同時に２ヵ所以上の事業所に勤務する被保険者

○４月または５月の月の途中に被保険者資格を取

昼食１月につき 7,800円（１日につき260円）

夕食１月につき 8,400円（１日につき280円）

※食事の給与については、標準価額の３分の２以上を本人が

負担している場合は報酬に加えません。

住宅の給与

1人１月1畳につき 1,400円

提出（問合せ）先
〒540-0012    大阪市中央区谷町１－３－２７
大 阪 府 建 設 業 厚 生 年 金 基 金

ＴＥＬ 06 6941 9102
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